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        学校に設置している遊具の安全確保について（依頼） 

 

 標記の件について、別添（写）のとおり文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

及び初等中等教育局幼児教育課、同特別支援教育課、同健康教育・食育課から事務連絡が

ありました。 

 つきましては、別添を参考にしていただき、学校に設置されている遊具等の施設・設備

の安全点検を行うようお願いします。また、下記事項に留意し、引き続き安全教育・安全

管理に努めていただくようお願いします。 

 なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下各学校（園）に対し周知するととも

に適切な対応がなされるよう御指導をお願いいたします 

 

                    記 

 

１ 安全点検の実施 

  安全点検を確実に実施し、危険個所等への適切な措置や安全点検表の見直しを行う

こと。 

 

２ 効果的な指導方法の工夫 

   各遊具の使用用途の確認や使用方法の注意、約束の徹底を図るなど、安全教育を繰 

  り返し行うこと。 

    

３ 家庭・ＰＴＡ・地域社会や関係機関等との連携 

   必要に応じて、家庭・ＰＴＡ・地域社会や関係機関と連携を図り、遊具の補修、利 

  用停止等の措置を講じるなど、児童生徒等の安全の確保に努めること。 
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